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第 3 章 上位目標の達成度 
 

 

3-1 期待される上位目標 

 

本プロジェクトの上位目標は「下水道管理に関する行政能力が向上する。」であり、その指

標は「下水道工事が発注される。」である。 

 

表 3-1 本プロジェクトの上位目標と指標 

上位目標 指標 

下水道管理に関する行政能力が向上する。 下水道工事が発注される。 

 

 

3-2 上位目標を達成するためのインドネシア側の PO（Plan of Operation）および実施体

制（Implementation Structure） 

   

本プロジェクト終了後には、DKI ジャカルタにおける下水道事業の実施体制が強化される。

プロジェクト開始前には、各組織の組織規程や業務内容が確定していなかった状態から、プ

ロジェクトを経て、組織および業務内容を規定した政府法令の詳細規則が発行されるまで

になり、下水道事業を進める上で各組織が明確な職務に従事できるようになる。 

また、下水道事業に係る各種研修、中期下水道整備計画案、条例案の作成支援を経て、下水

道事業を計画するための職員の能力が強化されている。 

 

上記より、上位目標である「下水道管理に関する行政能力が向上する。」を達成するために

は、本プロジェクトで策定した中期整備計画等必要な情報を用いて、本プロジェクトで習得

した知識・経験を用い、整備地域を確定し、入札を経て、「下水道事業が発注される」こと

が期待される。 

 

これには、外部条件にある「工事予算が確保される。」ことが重要な要素となるものの、工

事予算が確保されれば、現時点で想定している以下の「表 3-2 DKI の短期・中期下水道整

備計画（Acceleration Plan）」、または「表 3-3 DKI の短期・中期下水道整備計画（段階的

整備計画）」の計画に沿って、工事が進み、その中で「下水道工事が発注される」ものと考

えられる。 
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表 3-2  DKI の短期・中期下水道整備計画（Acceleration Plan） 

 

 

表 3-3 DKI の短期・中期下水道整備計画（段階的整備計画） 

 

 

なお、実施体制としては、第 1章、第 2章で、各部署の業務分掌が確認できており、それを

基に、下水道整備事業が行なわれていく。 
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3-3 上位目標達成へ向けての提言 

 

上位目標を達成するための提言を以下に示す。 

 

上位目標である「下水道管理に関する行政能力が向上する。」を達成する上で、その指標と

なる「下水道工事が発注される。」ことに加え、下水道の整備・運営に係る以下の点につい

ても、並行して配慮していく必要がある。 

 

（1）下水道を整備し運営していくための組織とその役割を明確化すること。 

下水道に投資していく機関（Project implementation unit）、下水道サービスを提供してい

くための維持管理機関（O&M unit）および公平で効率的な下水道経営を保証するための委員

会（Regulatory body/Sewerage committee）が例示できる。  

 

（2）下水道経営を確実にするための下水道財政制度、下水道料金および下水道会計方式を確

立すること。 

下水道の公的役割・私的役割を明確にして下水道への税金の投入、住民の負担能力

（Affordability）に配慮した料金の水準および制度、経営の自立性を確立するための会計

制度が考えられる。 

 

（3）下水道の整備・運営に係る説明責任と透明性を確保する経営計画（Operation plan）を

策定すること。 

説明責任と透明性（Accountability and transparency）を示すためには、Performance 

indicator（以下「PI」という)と経営計画（Sustainability Report）が有効である。 

 

（4）下水道の整備に必要な人材を確保し育成すること。 

適正技術を開発・評価して適用していくための技術開発と研修を充実させることによって、

下水道整備・運営のノウハウと最適技術の開発に寄与する。 

 

（5）下水道を整備し適切に管理していくために、下水道管路施設情報（Sewer data base）

が必要である。 

貴重な地下空間を最大限に活用し、都市の公共サービスを提供するために、関連機関が集ま

った地理情報システムが有効である。 

 

（6）DKI ジャカルタの期待する日本の技術支援を通じて、「下水道管理に関する行政能力」を

向上させること。 

PD PAL Jaya は、会社（State-owned Company）であり、利益を上げることが求められてお
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り、補助金の受入れ、下水道の整備、セプティックタンク汚泥サービスの制度、財政、技

術、広報・広聴の全てに亘って改善しなければならないと自覚している。しかし、PD PAL 

Jaya 単独では、求められる要求水準に対して、次の経営環境に対して、ハード面の施設整

備能力および人材、ソフト面の行財政制度の策定能力等のノウハウが不足していることを

課題としている。 

 

・大規模下水処理場の運転・経営のノウハウがない、人材が退職していく。 

・中核となる人材を育成しなければならない、人を増やさなければならない。 

・自立した経営が不可欠である。 

 

Zone-1 処理区が建設されると、下水道経営のための人材が早急に必要となる。PD PAL Jaya

の運営能力は、ジャカルタ下水道の要求に応えきれないので、中長期の観点から、下水道管

理に関する行政能力を強化しなければならない。JICA・JS

29の支援を受けて、人材育成・研修、技術開発を進めて行きたいという意向が示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3-1 PD PAL Jayaが期待する下水道管理に関する行政能力の強化方策（概念） 

 

本プロジェクトを通じてPD PAL Jayaの問題意識が具体化されたため、中長期の取り組み

を通じて下水道の整備・運営管理能力の強化が期待できることを確信している。 

 

 

3-4 プロジェクト終了後から事後評価までのモニタリング計画 

 

プロジェクト終了後から事後評価までのモニタリング計画においては、上記 3-2 で説明し

た通り、これから行われる下水道整備事業に係る計画は出来あがっているため、それに基づ

                                                  
29 地方共同法人日本下水道事業団（Japan Sewage Works Agency：JS） 

公共事業省・日本に期待す

る部分 
（Acceleration supported by 
JICA, Gov.） 

PD PAL Jaya の能力 

時間 

要求水準 

求められる能力（例） 
・ハード面の施設整備 
・人材、ノウハウ 
・下水道の制度、ソフト面 
・広報・広聴等の活動 

出典：専門家チーム 
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きマイルストーンを設定し、モニタリングを行っていくことが必要とされる。 

以下に、マイルストーンをまとめる。 

 

表 3-4 DKI の短期・中期下水道整備計画（Acceleration Plan）マイルストーン 

期間 短期計画 中期計画 

Zone 

事業内容 
1 6 2 3 7 4 10 5 8 

下水処理場 
詳細計画 2017 2017 2017 2019 2018 2018 2017 2017

建設 2018 2018 2018 2020 2019 2019 2019 2018

下記①と② 詳細計画 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2017 2017 2017

① 幹線管路・ポンプ場 建設 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2018 2018

② 面整備管・各戸接続工事 建設 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023

 

表 3-5 DKI の短期・中期下水道整備計画（段階的整備計画）マイルストーン 

期間 短期計画 中期計画 

Zone 

事業内容 
1 6 2 3 7 4 10 5 8 

下水処理場 
詳細計画 2017 2017 2019 2024 2022 2021 2020 2019

建設 2018 2018 2020 2026 2024 2023 2022 2021

下記①と② 詳細計画 2017 2017 2019 2025 2023 2022 2022 2019 2019

① 幹線管路・ポンプ場 建設 2018 2018 2020 2027 2025 2024 2024 2021 2021

② 面整備管・各戸接続工事 建設 2023 2023 2025 2031 2030 2029 2030 2026 2027
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第 4 章 教訓と課題 
 

 

本プロジェクトを通じて確認した教訓と課題について、以下にまとめる。 

 

（1）これからの技術移転の体制作り 

下水道整備・経営に関わる組織が分散しており、単独の組織に対する技術移転だけでなく、

関係者間の理解を深めることも工夫が必要であった。さらに、カウンターパート機関は、

下水道法および行財政制度を検討する専任の職員は配置されず、既存の組織での業務を兼

務して本プロジェクトに関わっているため、個人的には多忙であり、さらにインドネシア

においては異動が多いため、技術・知識の定着を計る上での工夫を必要とした。 

 

本プロジェクトでは、上記状況に対処するために、日本および諸外国の下水道の整備・経

営に関する経験やノウハウをセミナーおよびワークショップ形式で繰り返し、情報提供し

た。具体的な科目を例示すると、下水道計画、事業経営、維持管理計画、建設・維持管理

の財源の確保、広報・広聴（住民理解）など下水道整備・経営に関わる実務者に必要なノ

ウハウを伝えた。 

インドネシア側の異動や組織改編は継続されるため、このような技術移転の機会を継続し

て修得できる体制作りが必要とされる。 

 

（2）技術移転方法 

本プロジェクトでは、カウンターパート個人での専任としての活動参加が期待できなかっ

たために、組織への技術移転といった対応をとることとした。その技術移転方法では、ス

モールセミナー、ディスカッション、特別セミナー、ワークショップと様々な形式で多く

の学びの場を提供した。また、セミナーにおいても発表を聞くだけではなく、そこでのデ

ィスカッションも大切にし、カウンターパートと豊富に対話をすることができた。カウン

ターパートとの議論が進み、専門家チームとの間で実際的なディスカッションが増えた。 

 

また、プロジェクト終盤に合宿型ワークショップを開催し、中期下水道整備計画や条例に

関して関連機関の職員が集まりディスカッションを行い、中期計画及び条例の骨子につい

て合意形成することができた。このワークショップを通じて、関連機関との情報共有や意

思統一を図ることが重要かつ効果的であることを再認識するとともに、プロジェクトの初

期からこのような機会を設けることが必要であったと感じた。 

 

本プロジェクトを通じて、下水道事業のソフト面の能力強化に寄与することができたこと

を確信する。上記の通り、ディスカッションを通じた研修は効果的であり、さらには関係
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者機関を集めたワークショップはより効果的であったことがわかった。このような横断的

に関係者機関を集めたワークショップの開催のための調整業務を継続的に行うことが望ま

れる。 

 

（3）適切なタイミングでの目標設定の変更 

本プロジェクト実施中、下水道条例案策定までのプロセスが当初計画よりも長期にわたる

ことが分かった。課題として、その時点で PDM の変更を行い、適切なタイミングでの目標

設定の変更を行うべきであったことが挙げられる。 

 

また、本プロジェクトでは、専門家チームはカウンターパートに対して専門分野別に技術

研修を行うべくシャトル派遣という実施体制であったが、中期整備計画および下水道条例

策定については、カウンターパートが主体で策定することが前提であったものの、実際は

専門家チームに多大な期待がかかり、カウンターパートからは専門家チームの派遣期間が

短いとの声も聞こえた。課題として、このようにカウンターパートの要望とプロジェクト

の活動方針が異なっていることを初期の段階で見極め、適切な PDM の変更を検討すること

も必要であったと考えられる。 

 

（4）邦人専門家の現地派遣形式 

現地カウンターパートとの信頼関係構築が鍵となる技術プロジェクトにおいて、従来であ

れば、専門家の長期現地滞在しての活動が望まれる。ただし、今回に限っては、カウンタ

ーパートが本プロジェクトで行う業務に加え、その他たくさんの業務を抱えている中で、

まとまった期間集中的に本プロジェクトに時間を割くことが現実的に難しかったため、シ

ャトル型の派遣形式は、本プロジェクトにおいて適正であったと思われる。そのような中、 

数日間集中しての作業できる体制を整えるべく工夫した、合宿型のワークショップの開催

というのはカウンターパートへの技術移転において非常に効果的であった。 

 

（5）OJT の必要性 

下水道の実務は、OJT で課題解決に臨むやり方が実際的である。実務で直面しないと観念的

な理解に終始し、マニュアル・要綱類の作成に結び付くのが難しい。下水道事業が本格化

すると現場では様々なノウハウが必要とされ、我が国の経験や技術交流が生きたものとな

る。 

そのため、今後、事業の進捗度に応じて実務ベースでの技術移転も望まれる。 

 

（6）ジャカルタの社会・経済情勢に合致した下水道整備手法の提案 

インドネシアでは、下水道整備・運営の基本となる下水道法が制定されていない。他の分

野では、例えば、河川分野では日本の河川環境管理の概念を入れた法律改定を参考に、早
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期に法制度が整備されている。また、諸外国では、下水道法、上下水道事業を規定する体

系だった法律が整備され、概念的には我が国と異なるものの、法治国家としての行財政制

度を確立している。 

 

バリ州では、上位となる汚水管理法が制定されていない中で、水環境管理（排水基準）、下

水道事業者の任命および下水道料金制度を制定することで、下水道事業の運営を可能とし

ている。 

 

ジャカルタにおいては、下水道法・条例の体系を理解することが重要であるが、国情の違

いから、複雑な法制度と組織改定に伴って、下水道事業者（PIU：Project Implementation 

Unit）が、Dinas PU（公共事業局）－ PD PAL Jaya－Dinas Sumber Daya Air と、再三変更

されてきた。このため、関係部局での一貫した組織運営がなされず、下水道整備・経営の

ノウハウが散在している。 

 

このような背景の中、ジャカルタは、急速に都市化が進展し民間セクターの経済力が充実

している。下水道整備とりわけ分流式下水道の整備は、時間と財源を要し、交通渋滞など

の社会的混乱を強いる。以下に述べる早期に実施可能な下水道整備手法を組み合わせて、

中長期の目標を達成することが期待される。  

 

1）幹線管渠・下水処理場の優先整備 

2）民間開発プロジェクトとの連携 

3）セプティックタンク汚泥の定期収集 

4）小規模下水処理施設の適切な運転管理 

 

1）および 2）によって、下記に示すように、下水道の骨格を作る。 

幹線管渠を優先的に整備すると、処理区域全体の地域で下水道への接続工事が可能となる。

民間都市開発プロジェクトと連携することで、高所得層を取り入れた下水道経営が可能と

なり、かつ行政も限られた財源を優先プロジェクトに効率的に投入できる。交通渋滞の著

しい都心部でも、長距離・曲線推進技術は、幹線管渠の整備を可能とする。 

 

ジャカルタは都市化の進展が著しく都市施設用地の確保が極めて困難である。また、建築

物の高層化や人口の流入、所得水準の向上や生活様式の変化によって、水使用量の増加も

想定される。都市施設は一般に都市計画の計画目標年次を想定して計画を策定するので、

社会情勢の変化に応じて、10 年～20 年の間隔で、計画の見直しを必要とする。また、ジャ

カルタ湾の埋立ても進められており、公共施設用地を埋立て地に確保するなど、中長期の

下水道整備戦略の策定が望まれる。 
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2 つの処理区や処理場を結びつける連絡管（Connecting sewer、Connecting pipe gallery）

は、優先度の高い地域を隣接する処理場に連絡させることで処理場の建設を遅らせ、処理

場の稼働率を高め建設投資を平準化させる効果がある。また、設備の更新時に隣接処理場

と下水を融通し余裕の処理能力を効率的に活用することが可能である。 

 

 
長距離・曲線推進技術を利用した幹線管渠の優先整備 

 

都市開発プロジェクトと連携下水道整備手法 

出典：専門家チーム 

図 4-1  ジャカルタに適用可能な下水管路整備手法 
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処理場の増強 連絡管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋立て地の設ける下水処理場（西宮市甲子園浜浄化センター） 

図 4-2 下水処理場の多様な整備手法 

 

インドネシアは、日本および主要な海外諸国と同様に、建築許可制度（Building 

Construction Approval）および都市開発計画の許可制度・環境影響評価制度・環境管理計

画（Environmental Impact Assessment）を有している。全ての建築物の新設・増設と一定

規模以上の開発プロジェクトが、許可の対象とされる。これまで、下水管路の整備におい

て、開発条件に連動する行政指導が実施されてこなかった。 

 

ジャカルタ都心部では、MRT の建設が進み、駅周辺で大規模な再開発事業が進められている。

また、都心部のみならず、周辺市街地でも、住宅地や新市街地が開発されている。これら

の都市開発事業地では、比較的高所得層の下水道利用者が期待できる。このため、高所得

層から低所得層への内部補助（Cross Subsidy）を可能とする料金制度と下水道の整備手法

が、下水道経営に寄与する。 

 

このため、日本の大都市が経験してきた高度経済成長時代の官民連携の行財政制度である

開発許可制度を例示し、条例の下水道への接続と連動させて活用していくことを本プロジ

ェクトでも提案しており、今後その措置が取られることを期待する。 

 

 
Edagawa WWTP

Connecting pipe 
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3）セプティックタンクは、雑排水を処理しないので、下水道や浄化槽・改良型小規模処理

施設と比べて、汚濁負荷削減効果が小さい。しかし、短期間に全市域に適用可能であるの

で、一定の汚水処理効果を発揮する。全ての汚濁負荷発生源で、採用可能な方策を実施す

ることは、住民の衛生環境の改善による直接的な裨益に加えて、汚濁者負担の原則、水環

境改善の取り組みについても、評価できる。 

 

汚泥処理施設の整備と運営は、行政側の責務としていることが、マレーシアやマニラ等を

含む海外の共通の理解である。インドネシア国内においても、バンドンやジョグジャカル

タは、行政の責務として、セプティックタンク汚泥の処理を行っている。セプティックタ

ンク汚泥引抜きについては、既に、民間事業者がサービスを提供している。 

 

従って、本プロジェクトでは、汚泥処理施設の整備と運営を行政の責務として位置付ける

こと、民間事業者の育成・指導についての規制・規準の制度化の体系を示し、検討を進め

ることを提案しており、このような考え方が定着することを望む。 

 

4）小規模処理場は、改良型の活性汚泥法を採用するオフィスビルでも、機器の故障で未処

理下水が排出されている事例が確認された。水環境の改善を進め排出者に公平な負担を求

めていくためには、建築物所有者の責務を明確にし、排水処理技術者の研修・所有者の義

務規定等を通じた改善が重要である。本プロジェクトでは、これらの研修・資格制度、建

築物所有者に対する規制・規準の体系を示し、検討を進めることを提案しており、引き続

きインドネシア側で対応することが期待される。 

 

（7）下水道料金制度解決のためのロードマップ 

現在の下水道料金制度は、水道の普及率が 60%程度のジャカルタにあって水道メータに依存

しない建物の床面積を料金の計算根拠とし Cross Subsidy の機能を持つ有力な制度である。

しかしながら、契約ベースであるので、下水道への接続を拒否する住民への義務付けおよ

び未納者に対する納付の強制力を持つ料金制度および徴収方法が望ましい。ジャカルタの

実情に合った下水道料金の条例化は、極めて重要である。 

専門家チームは、汚染者負担の原則・環境税、住民のアフォーダビリティー・貧困層への

配慮、下水道サービス水準に応じた料金制度、経営改善の取り組みなどを、テキストブッ

クに紹介している。 

下水道の管路建設工事が始まると、建設工事の説明、下水道への接続義務、ハウスコネク

ションの工事・費用の負担など、下水道料金に対する説明が不可欠である。下水道料金制

度作りのためのロードマップについて、次にベースモデルを示す。 
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表 4-1 下水道料金条例改定のロードマップ 

 

このように下水処理の供用まで 5 年あるが、その間に準備すべき業務は多い。ここで示し

たロードマップの速度に合わせるべく継続した作業促進も必要になると考える。 

 

年度 条例化の手続き・業務 下水道事業 

2017 料金制度検討のための予算要望 
詳細設計 

ODA LA 締結に向けた ES 

2018 料金・経営計画のシミュレーション 下水管路・下水処理場の建設工事 

2019 下水道料金に対する住民説明・有識者会議 面整備管の設計 

2020 下水道料金の議決 面整備管の建設・住民説明 

2021 下水道料金条例の施行 ハウスコネクションの建設 

2022 下水道料金の賦課 下水処理の供用 

出典：専門家チーム 
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専
門
家
派
遣
実

績
 

１．現地業務

担当 所属 格付
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

計画 9 111 3.70
(10日) (14日) (21日) (7日) (11日)  (21日) (7日)  (10日) (10日)

12/9-12/18 3/27-4/9 5/17-6/4 7/31-8/5 10/2-8 11/23-12/10 1/8-13 1/22-28 3/19-26 5/17-6/1

実績 9 111 3.70
(10日) (14日)  (19日) (6日)  (7日) (18日) (13日) (8日) (16日)

計画 7 101 3.37
(10日) (14日) (21日) (11日)  (21日) (14日) (10日)

12/9-12/18 3/6-3/11 4/6-4/15 5/17-6/5 9/26-10/8 10/24-28 11/29-12/9 1/8-17 3/12-18 5/17-27

実績 10 103 3.43
(10日) (6日)  (10日)  (20日) (13日) (5日) (11日) (10日) (7日) (11日)

計画 9 115 3.83
(10日) (14日) (21日) (7日) (11日)  (21日) (7日) (14日) (10日)

12/9-12/18 3/30-4/9 4/20-23 5/23-6/4 7/31-8/5 9/28-10/8 11/21-12/9 1/8-2/4 3/19-24 5/17-26 5/27-6/1

実績 9 (6日） 118 3.93
(10日) (15日) (13日) (6日)  (11日) (19日) (28日) (6日) (10日) (6) (0.20)

計画 5 50 1.67
(10日) (10日) (10日) (10日) (10日)

12/9-12/18 3/29-4/6 5/24-6/2 11/24-12/3 1/25-2/3

実績 5 49 1.63
(10日) (9日) (10日) (10日) (10日)

計画 4 50 1.67
(13日) (7日)  (20日) (10日)

5/23-6/4 10/2-8 11/23-12/4 1/22-2/8

実績 4 50 1.67
(13日) (7日) (12日) (18日)

計画 5 72 2.40
(10日) (21日) (10日)  (21日) (10日)

12/9-12/18 3/27-4/8 11/27-12/10 1/23-2/4 3/19-27

実績 5 59 1.97
(10日) (13日)  (14日) (13日) (9日)

計画 4 62 2.07
(10日) (21日)  (21日) (10日)

12/9-12/18 3/27-4/9 5/15-6/4 5/17-6/1

実績 4 61 2.03
(10日) (14日) (21日) (16日)

計画 4 28 0.93
(7日) (7日)  (7日) (7日)

12/9-12/13 5/17-20

実績 2 9 0.30
(5日) (4日)

計画 4 16 0.53
(4日) (4日)  (4日) (4日)

10/1-8 1/28-2/4

実績 2 16 0.53
(8日) (8日)

計画 1 10 0.33
(10日)

11/24-12/3

実績 1 10 0.33
(10日)

計画 1 10 0.33
(10日)

11/24-12/3

実績 1 10 0.33
(10日)

計画 625 20.83

実績 596 19.85

現

地

業

務

金井　重夫
総括/下水道政策・整備計画

4

八千代
ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ

大橋　隆史
広報・業務調整

日本ﾃｸﾉ

井上 弥九郎
組織体制・法制度整備

佐藤　和明
下水道財政 1（行政制度）
／下水道財政 2（経営計画）
／分散型汚水管理1

橋本　和司
下水道財政 2（経営計画）
／分散型汚水管理1

金　玄烈
施設維持管理

渡航
回数

日本ﾃｸﾉ

日数
合計

3

ｳｫｰﾀｰ
ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ

日本環境整備
教育ｾﾝﾀｰ

3

人月
合計

八千代
ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ

3

3

2015 2016 2017
2015年度 2016年度 2017年度

現地業務小計

高見沢 清子
副総括/下水道政策・整備計画

高見沢 清子
副総括/下水道政策・整備計画

日本ﾃｸﾉ

2

3

日本ﾃｸﾉ

3

北九州
ｳｫｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ

3
中村　孝行
研修講師

 （下水道事業（地方自治体））

河井　竹彦
研修講師（下水道実施体制）

下水道事業
支援ｾﾝﾀｰ

3

森田　昭
分散型汚水管理2

日本環境衛生
ｾﾝﾀｰ

3

雲川　新泌
分散型汚水管理3

A
1
-
1



２．国内業務

担当 所属 格付

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

計画 8 0.40
(4日) (4日)

12/3-8 6/5-8

実績 8 0.40
(4日)  (4日)

計画 8 0.40
(4日) (4日)

12/7-8, 21-22 5/29-31
実績 6.8 0.34

(4日)  (2.8日)

計画 8 0.40
(4日) (4日)

12/3-8 6/5-6

実績 6 0.30
(4日)  (2日)

計画 6 0.30
(6日)
12/3-6, 21-22

実績 6 0.30
(6日)  

計画 12 0.60
(12日)

 5/15-27

実績 12.8 0.64
(12.8日)

計画 11 0.55
(5日) (6日)

12/3-8, 21 4/29-5/5 5/16-19, 22-26

実績 19.6 0.98
(5日)  (2日) (4日)  (8.6日)

計画 8 0.40
(4日) (4日)

12/3-8  6/5-9

実績 8.8 0.44
(4日)  (4.8日)

計画 8 0.40
(4日) (4日)

12/7-8, 21-22 9/5-9 5/5-16

実績 20.6 1.03
(4日)  (5日) (11.6日)

計画 35 1.75
(20日) (15日)

2/8-27 8/20-29 9/2、6-9
実績 35 1.75

(20日) (15日)

計画 4 0.20
(4日)

 1/18-21

実績 4 0.20
 (4日)

計画 4 0.20
(4日)

5/8-11
実績 4 0.20

(4日)

計画 112 5.60

実績 131.6 6.58

凡例：

業務従事実績 業務従事計画 自社負担 他案件への中抜け期間を挟み、渡航回数1回とする。 26.43
（打合簿取交済み） 26.43

△ △ △ △
業務計画書 ﾜｰｸ･ﾌﾟﾗﾝ Monitoring Sheet Ver. 2 ﾄﾞﾗﾌﾄ業務完了報告書

△ △

Monitoring Sheet Ver. 1 業務完了報告書

中村　孝行
研修講師

 （下水道事業（地方自治体））

北九州
ｳｫｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ

3

国

内

作

業

黒田　誠
研修講師

 （下水道事業（地方自治体））

日本ﾃｸﾉ 3

2015年度 2016年度 2017年度

日本ﾃｸﾉ 4

下水道事業支
援ｾﾝﾀｰ

人月
合計

2017
日数
合計

金井　重夫
総括/下水道政策・整備計画

高見沢 清子
副総括/下水道政策・整備計画

日本ﾃｸﾉ 2

日本ﾃｸﾉ 3

八千代
ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ

3

ｳｫｰﾀｰ
ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ

3

井上 弥九郎
組織体制・法制度整備

佐藤　和明
下水道財政 1（行政制度）
／下水道財政 2（経営計画）
／分散型汚水管理1

橋本　和司
下水道財政 2（経営計画）
／分散型汚水管理1

八千代
ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ

計画

実績

3

北九州市
上下水道局

3

下水道事業支
援ｾﾝﾀｰ

3

国内作業国内作業

2015 2016

報告書等提出時期

合計

3

小野 静香
国内研修管理

金　玄烈
施設維持管理

大橋　隆史
広報・業務調整

河井　竹彦
研修講師（下水道実施体制）

A
1
-
2



資料 1-2 カウンターパートリスト 

表 カウンターパートの概要 

主カウンターパート BAPPEDA 

カウンターパート 

Dinas Sumber Daya Air（旧 Dinas Tata Air）

PD PAL Jaya 

DGHS（主に DKI 組織の監督） 

図 DKI ジャカルタの下水道事業に係る実施体制 
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表 ワーキンググループメンバー 

組織 ポジション 名前 

メ
イ
ン
メ
ン
バ
ー

1 BAPPEDA 
Head of City Infrastructure and 
Environmental Division Mr. Tri Rachmat Djunarso

2 BAPPEDA 
Head of Sub-Division of  Water 
Resources & Environment 

Ms. Anii Maryam  

↓ 

Ms. Tezza Nur Ghina 

3

BPLHD 
Head of Division of Environmental 
Impact Prevention & Sustainable 
Resources 

Mr. Andono Warih ↓※ ↓※

Dinas Lingkungan Hidup 
Head of Division of Environmental 
Impact Control 

4

BPLHD 
Head of Sub Division of Sustainable 
Resources Control Ms. Susana 

↓※ ↓※ 

Dinas Lingkungan Hidup 
Head of Sub Division of Environmental 
Impact Prevention Ms. Rina Suryani 

5

Dinas Tata Air 
Head of  Division of Raw Water、Water 
Supply & Waste Water Mr. Eko Gumelar Susanto ↓※

Dinas Sumber Daya Air 

6

Dinas Tata Air 
Head of Sub Division of Raw Water、
Water Supply & Waste Water  Planning Ms. Sarah Dewi Yani ↓※

Dinas Sumber Daya Air 

7 Biro PKLH Head of Environmental Division Mr. Budijanto 

8 Biro PKLH 
Head of Sub Division of Sanitation and 
Pollution Ms. Yosi Lusia 

9 PD PAL Jaya Manager of Business Development Mr. Aris Supriyanto 

10 PD PAL Jaya Manager of Technique Mr. Erwin Marphy Ali 

組織 ポジション 名前 

サ
ブ
メ
ン
バ
ー

11 BAPPEDA 
Staff 、 Sub-Division of  Water 
Resources & Environment Mr. Fadly Haley Tanjung 

12

BPLHD 
Staff of Division of Surveillance and 
Pollution Control 

Mr. Dermawan Sembiring ↓※ ↓※

Dinas Lingkungan Hidup 
Staff 、 Division of Environmental 
Management and Hygiene 

13

Dinas Tata Air 
Staff、Sub Division of Raw Water、Water 
Supply & Waste Water  Planning Mr. M. Fajri ↓※

Dinas Sumber Daya Air 

14

Dinas Tata Air 
Staff、Sub Division of Raw Water、Water 
Supply & Waste Water  Planning Mr. A. Sodikin ↓※

Dinas Sumber Daya Air 

15 Biro PKLH 
Staff、Sub Division of Sanitation and 
Pollution Ms. Retno 

16 PD PAL Jaya Staff、Technical Planning Mr. Rachmadi Saleh 

17

DGHS、 

Ministry of Public Works 

and Housings 

Staff、Sub Directorate of Wastewater、
Directorate of Environmental 
Sanitation Development 

Ms. Erly Silalahi 

     ↓ 

Ms. Olsa Riharsya 

18 DGHS 
The Commitment Maker Official、PPLP 
Jabodetabek Mr. Albert 

19 DGHS 
Staff、Working Unit of PPLP  
JABODETABEK Mr. Dwiky 

※2017 年 1 月の組織改編により変更 
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資料 1-3 研修実績 

表 研修・セミナー実施実績 

時期 カテゴリー 対象者 人数

2016 年 4月 4日 スモールセミナー PD PAL Jaya 30 

2016 年 4月 5日 スモールセミナー DSDA 23 

2016 年 4月 6日 スモールセミナー BAPPEDA、BPLHD、Biro PKLH、DSDA、PD PAL Jaya 20 

2016 年 4月 7日 スモールセミナー DGHS 16 

2016 年 5月 31 日 特別セミナー 
BAPPEDA、BPLHD、Biro PKLH、DSDA、PD PAL Jaya、PD PAM 
Jaya、DGHS 

67 

2016 年 6月 1日 JCC 
BAPPEDA、BAPPENAS、BPLHD、Biro PKLH、DSDA、PD PAL 
Jaya、DGHS 

39 

2016 年 8月 5日 スモールセミナー BAPPEDA、BPLHD、Biro PKLH、DSDA、PD PAL Jaya 20 

2016 年 10 月 5 日 スモールセミナー BAPPEDA、BPLHD、Biro PKLH、DSDA、PD PAL Jaya、DGHS 32 

2016 年 10 月 6 日 スモールセミナー DSDA 18 

2016 年 11 月 29 日 スモールセミナー PD PAL Jaya 36 

2016 年 12 月 1 日 特別セミナー 
BAPPEDA、BPLHD、Biro PKLH、BAPPENAS、DSDA、KPLLH、
ジャカルタ各 Walikota、PD PAL Jaya、PD PAM Jaya、
DGHS 

85 

2016 年 12 月 15 日 高官会議 
BAPPENAS 、KEMENKO、DGHS、、BAPPENAS、BAPPEDA、BPKAD、
PD PAL Jaya、他関係機関および JICA 

40 

2017 年 1月 11 日 JCC 
BAPPEDA、BAPPENAS、BPLHD、Biro PKLH、DSDA、PD PAL 
Jaya、DGHS、KEMENKO 

31 

2017 年 1月 26 日 スモールセミナー PD PAL Jaya 16 

2017 年 1月 30 日 スモールセミナー PD PAL Jaya 27 

2017 年 2月 1日 スモールセミナー DGHS 19 

2017 年 2月 1日 スモールセミナー BAPPEDA 21 

2017 年 2月 2日 スモールセミナー DSDA 15 

2017 年 2月 3日 スモールセミナー PD PAL Jaya 24

2017 年 2月 6日 スモールセミナー BAPPEDA 31 

2017 年 3 月 23 日
～24 日 

合宿型ワークショ
ップ 

KEMENKO、DGHS、BAPPEDA、BPBUMD、DLH、Biro PKLH、BPLHD、
DSDA、PD PAL Jaya 

36 

2017 年 5月 19 日 スモールセミナー PD PAL Jaya 2 

2017 年 5月 23 日 特別セミナー 
BAPPEDA、BPLHD、Biro PKLH、BAPPENAS、KEMENKO、DSDA、
KPLLH、PD PAL Jaya、PD PAM Jaya、DGHS 

85 

2017 年 5月 31 日 JCC 
BAPPEDA、BAPPENAS、BPLHD、Biro PKLH、DSDA、PD PAL 
Jaya、DGHS、KEMENKO 

42 

合計（延べ） 775 

※DSDA：Dinas Sumber Daya Air 
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資料 2 成果品一覧



 



資料 2 成果品一覧 

研修 

 現地研修シラバス（添付資料 6 現地研修計画書） 

 現地研修テキスト 

1
下水道概論（下水道の役割、日本の

経験） 

1-1 下水処理場の用地面積 

  1-2 下水道整備と運営のポイント 

  2 日本の下水道実施体制 2-1 日本における下水道の実施体制 

  3 地方自治体のケーススタディ 3-1 北九州市の下水道マネジメントの経験 

4 下水道整備手法（事例紹介） 

4-1 下水道事業実施体制と下水道法規 

  4-2 下水道行財制度基盤の強化 

  4-3 ジャカルタ下水道における環境と課題 

  5 行財政制度（日本・海外の事例紹介） 5-1 海外における下水道事業実施体制と法体系の事例 

6
維持管理計画・民間事業者の活用施

策 

6-1 下水道施設維持管理（維持管理の重要性） 

  6-2 効率的な下水道施設の維持管理 

  6-3 施設維持管理一般及び水質管理 

7 下水道経営  
7-1 日本都市部での下水道料金体系 

  7-2 下水道事業体の資産運用管理 

  8 広報・広聴 8-1 北九州市の下水道事業の広報活動 

9 分散型汚水管理の改善 

9-1 商業施設での個別汚水処理設備の維持管理改善 

  9-2 日本や他国における汚泥処理の財政 

  9-3 日本における分散型下水処理施設の維持管理体制 

  9-4 汚泥処理と処分 

10 中期下水道整備計画 

10-1 中期下水道整備計画 

  10-2 横浜市における初期下水道整備 5ヶ年計画  

  10-3 高度下水処理技術 

 本邦研修テキスト 

  1 日本における下水道行政 

  2 下水道マスタープラン 

  3 下水道事業の運営（財政） 

  4 市街地の下水処理場 

  5 下水道研修 

  6 下水汚泥処理・利用技術 

  7 下水道事業の運営（アセットマネジメント） 

  8 浄化槽 

  9 秦野浄化センター（し尿処理場） 

  10 大阪市の浸水対策 

  11 北九州市の下水道事業概要 

  12 北九州市の下水道事業の経営 

  13 施設の維持管理概要 

  14 事業場排水規制 

  15 日明浄化センター視察 

中期下水道整備計画策定支援 

 中期下水道整備計画案策定支援テキスト 

下水道条例策定支援 

 下水道事業の運営や実施に関する条例策定支援テキスト 
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資料 3 PDM（プロジェクト・デザイン・マトリックス） 

[Ver. 1.0] 

プロジェクト名 ：インドネシア国ジャカルタ特別州下水道整備にかかる計画策定能力向上プロジェクト 

ターゲット・グループ ：DKI、PD PAL Jaya、Ministry of Public Works 

対象地域 ：ジャカルタ 

期間： 2015 年 6 月－2017 年 5 月

Ver. 1.0 

作成日： 2014 年 12 月 

プロジェクトの要約 指標 入手手段 外部条件 

上位目標 

下水道管理に関する行政能力が

向上する。 

■下水道工事が発注される。 ■工事プロジェクトの入札公示 ■工事予算が確保される。 

プロジェクト目標 

ジャカルタ特別州における下水道

事業の実施体制が強化される。 

■組織および業務内容を規定した政

府法令の詳細規則が発行される。 

■詳細規則 ■下水場事業に関する大幅

な政策の変更がない。 

■下水道事業に必要な人数

が確保される。 

成果 

1 ジャカルタ特別州における、下

水道事業の業務分担が明確に

なる。 

2 下水道事業を計画するための

職員の能力が強化される。 

1 下水道事業に必要な業務内容が明

文化される。 

2 下水道整備計画が立案される。 

1 組織別の業務内容 

2 組織別の職員へのヒヤリング

■プロジェクト実施に係る組

織体制に大幅な変更がな

い。 

活動 

【成果 1 にかかる活動】 

1-1 JICA 専門家が、DKI の協力により、ジャカルタ特別州における下

水道関連事業の実施体制、実施状況を確認する。 

1-2 JICA 専門家と DKI が、DKI の下水道事業に関し、DGHS と

BAPPEDA、Dinas Tata Air 等、PD PAL Jaya の担当業務を明確

にする。 

1-3 DKI 及び PD PAL Jaya が、専門家の助言を得ながら、自らの担

当業務執行に必要な活動を具体的に規定する。 

1-4 JICA 専門家、DKI、PD PAL Jaya が下水道事業の実施に係るそ

れぞれの機関の課題を抽出する。 

1-5 DKI 及び PD PAL Jaya が、専門家の助言を得ながら、問題解決

方法を検討し、担当する組織を規定する。 

1-6 下水道事業の実施組織、担当業務、権限等の実施体制を DKI

内で組織決定する。 

【成果 2 にかかる活動】 

2-1 JICAが下水道事業の実務担当者を育成するため、現地の課題、

ニーズを調査し、基本的な知識を修得する研修計画を立案す

る。 

2-2 下水道に関する研修を行う。 

2-3 DKI の職員が、専門家の助言を得ながら、ジャカルタ特別州の中

期下水道整備計画案を作成する。 

2-4 DKI の職員が、専門家の助言を得ながら、ジャカルタ特別州の下

水道事業の運営や実施に関する地方条例案や実施細則案を作

成する。 

投入 

【日本側】 

■人材： 

 長期専門家：チーフアドバイザー、

業務調整 

 短期専門家：下水道計画 

 専門家チーム 

■研修： 

 カウンターパート研修（現地、海外）

■資金： 

 現地スタッフ雇用に係る資金 

 専門家渡航資金 

【インドネシア国側】 

■人材：カウンターパートおよび総務ス

タッフ 

 下水道政策 

 財務管理 

 下水道計画 

 施設管理 

■資機材： 

 プロジェクト事務所 

■資金： 

 カウンターパートの移動・宿泊費 

 プロジェクト実施に係る運営費 

前提条件 

調査、技術検討雄ために必

要な実施体制（技術者、予

算）が確保される。 
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[Ver. 2.0] 

プロジェクト名 ：インドネシア国ジャカルタ特別州下水道整備にかかる計画策定能力向上プロジェクト 

ターゲット・グループ ：DKI、PD PAL Jaya、Ministry of Public Works 

対象地域 ：ジャカルタ 

期間： 2015 年 6 月－2018 年 3月

Ver. 2.0

作成日： 2017 年 3月

プロジェクトの要約 指標 入手手段 外部条件 

上位目標 

下水道管理に関する行政能力が

向上する。 

■下水道工事が発注される。 ■工事プロジェクトの入札公示 ■工事予算が確保される。 

プロジェクト目標 

ジャカルタ特別州における下水道

事業の実施体制が強化される。 

■組織および業務内容を規定した政

府法令の詳細規則が発行される。 

■詳細規則 ■下水場事業に関する大幅

な政策の変更がない。 

■下水道事業に必要な人数

が確保される。 

成果 

1 ジャカルタ特別州における、下

水道事業の業務分担が明確に

なる。 

2 下水道事業を計画するための

職員の能力が強化される。 

1 下水道事業に必要な業務内容が明

文化される。 

2 下水道整備計画が立案される。 

1 組織別の業務内容 

2 組織別の職員へのヒヤリング

■プロジェクト実施に係る組

織体制に大幅な変更がな

い。 

活動 

【成果 1 にかかる活動】 

1-1 JICA 専門家が、DKI の協力により、ジャカルタ特別州における下

水道関連事業の実施体制、実施状況を確認する。 

1-2 JICA 専門家と DKI が、DKI の下水道事業に関し、DGHS と

BAPPEDA、Dinas Tata Air 等、PD PAL Jaya の担当業務を明確

にする。 

1-3 DKI 及び PD PAL Jaya が、専門家の助言を得ながら、自らの担

当業務執行に必要な活動を具体的に規定する。 

1-4 JICA 専門家、DKI、PD PAL Jaya が下水道事業の実施に係るそ

れぞれの機関の課題を抽出する。 

1-5 DKI 及び PD PAL Jaya が、専門家の助言を得ながら、問題解決

方法を検討し、担当する組織を規定する。 

1-6 下水道事業の実施組織、担当業務、権限等の実施体制を DKI

内で組織決定する。 

【成果 2 にかかる活動】 

2-1 JICAが下水道事業の実務担当者を育成するため、現地の課題、

ニーズを調査し、基本的な知識を修得する研修計画を立案す

る。 

2-2 下水道に関する研修を行う。 

2-3 DKI の職員が、専門家の助言を得ながら、ジャカルタ特別州の中

期下水道整備計画案を作成する。 

2-4 DKI の職員が、専門家の助言を得ながら、ジャカルタ特別州の下

水道事業の運営や実施に関する地方条例案や実施細則案を作

成する。 

投入 

【日本側】 

■人材： 

 長期専門家：チーフアドバイザー、

業務調整 

 短期専門家：下水道計画 

 専門家チーム 

■研修： 

 カウンターパート研修（現地、海外）

■資金： 

 現地スタッフ雇用に係る資金 

 専門家渡航資金 

【インドネシア国側】 

■人材：カウンターパートおよび総務ス

タッフ 

 下水道政策 

 財務管理 

 下水道計画 

 施設管理 

■資機材： 

 プロジェクト事務所 

■資金： 

 カウンターパートの移動・宿泊費 

 プロジェクト実施に係る運営費 

前提条件 

調査、技術検討雄ために必

要な実施体制（技術者、予

算）が確保される。 
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資料 4 討議議事録 

資料 4-1 R/D（2014 年 12 月 10 日） 

資料 4-2 M/M（2017 年 5 月 19 日） 

資料 4-3 第 1 回 JCC（2015 年 10 月 23 日）  

資料 4-4 第 2 回 JCC（2016 年 6 月 1 日開催、2016 年 8 月 1 日署名） 

資料 4-5 第 3 回 JCC（2017 年 1 月 11 日開催、2017 年 1 月 23 日署名） 

資料 4-6 第 4 回 JCC（2017 年 5 月 31 日開催、2017 年 6 月 12 日署名） 
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